
総合事業・地域密着型通所介護 
についての留意事項  
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総合事業に関しての留意事項 
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1.総合事業の指定において申請スケジュールを確認 
※他市からの要支援のご利用者様がいる場合 

 ・他市へも指定申請の手続きが必要となります。  

 ・他市の総合事業開始時期及び介護保険証の有効期間の確認 

  をお願い致します。 

 

 

 

 

 
 

2.総合事業の申請について必要書類を確認 
※指定権者によって、指定申請書類の提出期限及び提出物が 

   異なりますのでご確認をお願い致します。 

 

介護予防通所介護 総合事業 

介護保険証の有効期間 この場合、介護保険証の更新ととも
に介護予防から総合事業へ切り替わ
るため、更新後の利用に関しては総
合事業の申請が必要となります。 



指定権者によっては伝え方が異なりますが、 
 
 
 
 
 
上記の文言は、「総合事業」の通所サービスに関して受入可能です。 
下記の文言であれば、介護予防＋総合事業（通所）をまとめる事が可能です。 
 
 
 
 
 
尚、指定権者によっては文言が異なる場合もございますので、 
       詳細につきましては必ず各行政窓口にお問合せ下さい。 
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介護保険法に基づく、第一号通所事業 

3.定款に記載する文言を確認 

介護保険法に基づく、介護予防通所介護
事業又は第一号通所事業 

総合事業に関しての留意事項 



地域密着型通所介護に関しての留意事項 
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1. 指定更新についての申請スケジュールを確認 
※他市からの要介護のご利用者様がいらっしゃる場合は、 

   他市へも指定更新手続きが必要となります。  

 

2. 指定更新申請について必要書類を確認 
※指定権者によって、指定更新書類の提出期限及び提出物が 

   異なりますのでご確認をお願い致します。 

 



指定権者によっては伝え方が異なりますが、 
 
 
 
 
 
上記の文言は、「地域密着型」の通所介護のみ受入可能です。 
下記の文言であれば、「地域密着型」の通所以外の事業を行うことも可能です。 
 
 
 
 
 
この他に「認知症高齢者グループホーム」「認知症対応型通所介護」「小規模多機能型居
宅介護」「夜間対応型訪問介護」などが挙げられます。 
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介護保険法に基づく、 

         地域密着型通所介護事業 

介護保険法に基づく、 

         地域密着型サービス事業 

3.定款に記載する文言を確認 

地域密着型通所介護に関しての留意事項 



※運営規程すべてにおいて、「通所介護」⇒「地域密着型通所介護」 
 

1.地域との連携 
 
2.身体拘束について 
 
3.虐待防止に関する事項 

6 

契約書・ 
重要事項説明書
への記載 

 

附則の追記 
※平成〇〇年〇月〇日一部改正 

確認事項 

提出の有無 

地域密着型通所介護に関しての留意事項 

4.運営規程への項目追加 
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地域密着型通所介護の指定更新の際に、構成員に関する書類の提出が必要
となりますので、ご確認頂きますようお願い致します。 
 

構成員として当てはまるか否か不明な点等も御座いますので、こちらも指定権
者への確認が必要となります。簡単ではありますが、別途まとめた資料も御座
いますので御確認頂きますようお願い致します。 

基本的には事業者より確認して頂く為、指定権者よりと担当の民生委員を割り
振られるといったことはほとんど無く、調べて頂く必要が御座います。 

5.運営推進会議の構成員の確認 

地域密着型通所介護に関しての留意事項 
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構成員に関して 

地域密着型通所介護に関しての留意事項 



≪平成28年4月1日以降≫加算等を変更し、事業所所在地にのみ
届出をされた事業所は必ず、他市区町村への確認を行って下さい。 
 

※加算体制の変更に必要な書類や管理者の変更等は、 
他市区町村に届出が必要となる書類もございます。 
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その他留意事項 

変更届について 

確認事項 
 

・変更に係る書類の提出が要・不要の確認 

・今後、提出が必要となる書類の確認 

（処遇改善加算計画書・実績報告書等） 


